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川崎授産学園障害者福祉啓発促進・就労支援市民交流事業補助金交付要綱 

 

制定 ２６川健障福第１２６５号 （平成２７年３月１６日市長決裁）  

 

（目的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人セイワが実施する川崎授産学園（川崎市麻生区細山1209番地）

（以下「学園」という。）において、障害者の社会参加と一般市民との交流を促進し、地域福祉

の増進を図ること目的とし、障害者福祉啓発促進・就労支援市民交流事業の実施に要する費用に

対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付については、川崎市補助金等の交付に関する規則（平成１３年規則第７号。

以下「補助金規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（交付の対象事業及び交付額） 

第２条 この補助金の交付の対象となる前条第１項の障害者福祉啓発促進・就労支援市民交流事業

は、次の各号に該当する事業とする。 

(1)障害者の社会参加への支援と一般市民との交流を通じて地域福祉の推進を図るために実施す

る別表１に掲げる事業（以下、「福祉啓発促進事業」という。） 

(2)学園内における喫茶店の営業活動、菓子等の製造活動及び野菜等の販売活動において、市内に

在住する、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第14項に規定す

る就労継続支援の利用者等の施設外実習の受入れその他の支援を行う事業（以下、「就労支援事

業」という。） 

ただし、補助金の交付対象となるのは、各号に掲げる全ての事業を実施した場合に限るものと

する。 

２ この補助金の交付額は、別表２及び別表３の「第２欄に定める基準額の合計」と、「第３欄に

定める対象経費の実支出額の合計から寄付金その他の収入額を控除した額」とを比較して少ない

方の額に、第４欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。 

３ 前項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

４ 事業に要する経費について、別表第１欄に定める各種目間の配分の変更（それぞれの配分額の

いずれか低い方の額の２０％以内の変更を除く。）を要する場合には、市長の承認を受けなけれ

ばならない。 

５ 福祉啓発促進事業及び就労支援事業間での資金流用及び繰入については、これを禁ずる。 
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６ 市長は、前項に掲げる条件のほか、補助事業者等による補助事業等に係る物品及び役務の調達

等に関し、中小企業者（中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号のいずれかに

該当する者をいい、市内に主たる事務所又は事業所を有するものに限る。）の受注の機会の増大

を図るために、次に掲げる条件を付するものとする。 

 (1) 補助金等の交付決定額が１，０００，０００円を超え、かつ補助事業者等が補助事業等に係

る物品及び役務の調達等を行う場合において、次のいずれかに該当するときは、市内中小企業

者により入札を行い、又は２者以上の市内中小企業者から見積書の徴収を行わなければならな

いこと。ただし、市長が契約の性質上これらの方法により難いと認める場合又はその必要がな

いと認める場合は、この限りでない。 

ア １件の金額が１，０００，０００円を超えるとき。 

イ その他市長が必要と認めるとき。 

(2) その他市長が必要と認める条件 

（交付の申請） 

第３条 この補助金の交付の申請をしようとする者は、川崎授産学園障害者福祉啓発促進・就労支

援市民交流事業補助金交付申請書（第１号様式）を毎年度４月末日までに市長に提出しなければ

ならない。 

（実績報告） 

第４条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、次に掲げる資料を市長に提出しな

ければならない。 

(1) 川崎授産学園障害者福祉啓発促進・就労支援市民交流事業補助金実績報告書（第２号様式） 

(2) 発注実績報告書 

(3) 入札（見積り）が行えないことに係る理由書 

２ 前項第２号に定める発注実績報告書については、対象経費のうち、１件の金額が１，０００，

０００円を超える支出となる案件について記載するものとし、第２条第６項第１号の規定により

市内中小企業者による入札、又は２者以上の市内中小企業者から見積書を徴収した場合は、結果

の分かる資料の写しを添付するものとする。 

３ 補助事業者等は、市内中小企業者から見積書を徴収する場合は、市内中小企業者であることの

誓約書を提出させるものとする。ただし、川崎市の競争入札参加資格者有資格者名簿に登載され

地域区分が市内かつ企業規模が中小として搭載されている者、又は当該補助事業者に対して直近

の４月１日以降に記載内容（住所、商号又は名称、代表者職氏名、資本金の額、職員総数）に変
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更がない誓約書を提出した者を除く。 

４ 本条第１項第３号に定める入札（見積り）が行えないことに係る理由書については、第２条第

６項第１号ただし書の規定により、市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企業者か

ら見積を徴収し難い事由がある場合に提出するものとする。 

（補助金交付の時期等） 

第５条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後に交付するものとする。

ただし、補助事業の完了前に補助金を交付しなければ補助事業を実施することができない正当な

理由があり、市長がこれを認めた場合は、補助事業の完了前に概算で交付することができる。 

２ 前項但し書きの規定により補助金を概算交付する場合は、事業完了後に速やかに精算を行い、

精算により補助金に余剰が生じた場合は、これを市長に返納しなければならない。 

（補助金交付決定の取り消し） 

第６条 市長は、補助事業者等が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。 

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(3) 第２条第６項各号又は第４条の規定に違反したとき。 

(4) その他法令、条例又はこの規則に基づき市長が行った指示に違反したとき。 

（関係資料の保存期間） 

第７条 この補助金の交付を受けた者は、当該経費の経理を明らかにした資料を整備し、これを５

年間保存しなければならない。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、健康福祉局長が定める。 

附 則 

（施行期日等） 

 この要綱は、平成２７年３月１６日から施行し、平成２７年度の予算に係る補助金から適用する。 

附 則 

（施行期日等） 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日等） 
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 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日等） 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行し、改正後の規則の規定は、令和２年度の予算に係る補

助金等から適用する。 

 

附 則 

（施行期日等） 

 この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表１（第２条第１項第１号関係） 

１ 事業 ２ 内容等 

手話入門講座 
(1)受講者が手話を学ぶとともに、聴覚障害者の実情（生活・文化）等を知

ることで理解を深められる内容とすること 
(2)聴覚障害者情報文化センター等と連携を図るなど、各受講者が地域にお

いて聴覚障害者へのボランティア活動等に取り組むことができるよう環

境作りを行うこと 

点字入門講座 
(1)点字を学ぶこと、誘導法や接し方の実践を通して、視覚障害者への理解

を深められる内容とすること 
(2)視覚障害者情報文化センター等と連携を図るなど、各受講者が地域にお

いて視覚障害者へのボランティア活動等に取り組むことができるよう環

境作りを行うこと 

福祉講演会 
一般市民を対象とし、障害者福祉施策、障害者に対する支援方法、障害当

事者の話等をテーマに、適切な外部講師を招いて最新の情報を提供するよ

うに努めること 

障害者講演会 
(1)一般市民を対象とし、内容については原則、講義と体験で構成するもの

とすること 
(2)障害者支援に初めてかかわろうとする受講者にもわかりやすく、また受

講者が障害当事者の視点から支援について考えられる内容となるよう配

慮すること 

福祉・ボランティア

体験学習 

(1)防災に関する講習 
ア 「防災」をテーマに市民を対象とした防災講習を実施し、参加者が

災害時における障害者の困難状況を理解できるような、防災体験を行

うこと 
イ 参加者が災害時における障害者の困難状況を理解することにより、

発災時における共助の意識を持てるような内容とすること 
(2)事業運営体験 

市民を対象に、川崎市授産学園が実施する福祉啓発に係る事業運営の体

験を通じて、一般市民と障害者との相互理解について考える内容とするこ

と 

普及啓発及び交流

イベント 

(1)障害者に対する理解を拡げ、社会参加及び自己実現を目的として普及啓

発活動や一般市民と障害者が共に参加でき、楽しさを共有できる交流イベ

ントを実施すること 

(2)普及啓発に関する広報誌の発行、ホームページの更新を実施すること 
(3)交流イベントを企画し、実施すること 

施設開放 
(1)学園の特徴的な設備を有効活用し、障害者に対する理解の拡充を目的と

して実施すること。また、地域の障害福祉サービス事業所及び団体等に計

画的に研修室等を開放することにより、障害者の健康保持・増進及びレク

リエーションの場としての提供を行うこと 
(2)天体観望会を実施すること 
(3)研修室等を市民団体、障害福祉サービス事業所等を対象に年間を通して

計画的に開放すること 

施設見学・学習 
(1)年間を通して随時実施すること 
(2)小学校など教育機関からの施設見学を積極的に受け入れ、障害福祉への

関心を高めるように努めること。また、大学・専門学校等の実習について

も、将来の福祉従事者育成の観点から、研修プログラムに基づき実施する

こと。さらに社会人の福祉実習についても積極的に受入を行うこと 

ボランティア受入
(1)年間を通して随時実施すること 
(2)講座受講修了者等にボランティア活動の場を提供し、各行事を実施する
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れ及び福祉講座の

情報提供 

にあたり、ボランティアを積極的に受け入れるよう努めること 
(3)ボランティア活動振興センター等との連携により、各地域でのボランテ

ィア受入れの情報提供及び福祉講座開催情報等の発信を行うこと 

その他 
障害者の社会参加と一般市民との交流を促進し、地域福祉の増進を図る

ため必要な事業を行うこと 

 

別表２（第２条第２項関係） 

１ 種目 ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 補助率 

福祉啓発促進事業担当職

員 

（常勤）雇用費３名 

年額 

21,700,000円 

 

福祉啓発促進事業の実施に必要

な報酬、給料、職員手当等、共

済費、旅費等 

10/10 

事務事業費 年額 

8,000,000円 

 

福祉啓発促進事業の実施に必要

な需要費、役務費、委託料、使

用料及び賃借料、備品購入費等 

 計29,700,000円   
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別表３（第２条第２項関係） 

１ 種目 ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 補助率 

就労支援事業担当職員 

（常勤）雇用費１名 

（非常勤）雇用費３名 

 

年額 

12,400,000円 

就労支援事業の実施に必要な報

酬、給料、職員手当等、共済費、

旅費等 

10/10 

事務事業費 年額 

4,299,000円 

就労支援事業の実施に必要な需

要費、役務費、委託料、使用料

及び賃借料、備品購入費等 

 計16,699,000円   
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（第１号様式） 

川崎授産学園障害者福祉啓発促進・就労支援市民交流事業補助金交付申請書 

 

    年   月   日  

（宛先）川崎市長 

所在地                     

法人名                     

代表者名                    

 

    年度の川崎授産学園障害者福祉啓発促進・就労支援市民交流事業補助金の交付を受け

たいので、川崎授産学園障害者福祉啓発促進・就労支援市民交流事業補助金交付要綱第３条に基

づき、関係資料を添えて申請します。 

 

１ 補助金交付申請額               円 

 

２ 添付資料 

（１）補助金交付申請額の算出内訳 

（２）事業計画書 

（３）収支予算書 

（４）職員配置図及び職員名簿 

（５）実施場所の平面図 

（６）その他参考となる資料 
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（第２号様式） 

川崎授産学園障害者福祉啓発促進・就労支援市民交流事業補助金実績報告書 

 

    年   月   日  

（宛先）川崎市長 

所在地                     

法人名                     

代表者名                    

 

    年度の川崎授産学園障害者福祉啓発促進・就労支援市民交流事業が完了しましたので、

川崎授産学園障害者福祉啓発促進・就労支援市民交流事業補助金交付要綱第４条に基づき、関係

資料を添えて報告します。 

 

１ 実績額                 円 

 

２ 添付資料 

（１）福祉啓発促進事業に係る成果報告書 

  （別表１に定める事業について、事業ごとに日時、団体名や依頼者名、参加者数や利用者数な

どの実績数がわかる資料、及び内容または内容がわかる資料等を記載、添付すること） 

（２）就労支援事業に係る成果報告書 

（販売実績、月ごとの実習生等受入人数、実習の成果等を記載すること） 

（３）職員の人件費支出内訳（職員名は記号にすること）、財務諸表及び附属明細書 

  （人件費の内訳について、役職や常勤・非常勤等の勤務体制、職員ごとの各事業に係る人件費

支出の詳細、兼務の状況及び支出割合が明確にわかる資料を作成し、その根拠資料を提出する

こと） 

（４）その他参考となる資料 

 

 


